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 経営環境

経済情勢
　令和元年度の経済情勢は、輸出・生産に海外経済減速の影響を受けつつも、雇用・所得環境の改善や各種政策
の効果から、緩やかな拡大基調にありましたが、年明け以降、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大すると、
経済活動は停滞し、先行きへの警戒感が高まりました。新潟県内の景気も、堅調な内需から回復の動きが続いて
おりましたが、同じく感染症の影響により、経済活動停滞への警戒感が高まりました。

農業情勢
　農業情勢では、担い手の減少や高齢化が生産基盤の維持・拡大における大きな課題となるなか、農業経営の組
織化・法人化が一段と進行しました。また、前年度のＴＰＰ11および日欧ＥＰＡに続き、令和２年１月には日米
貿易協定が発効するなど、大型貿易協定が相次いでいることから、国内農業への影響が懸念されており、生産現
場では将来の経営に対する不安が高まりました。

金融情勢
　金融情勢では、日銀によるマイナス金利政策の継続から、市場金利の低水準での推移や金融機関間での競争激
化など、引き続き厳しい情勢が継続するなか、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大すると、金融市場は低
迷し、各国当局が緩和姿勢を強めるなど、一段と警戒感が高まりました。

 令和元年度の業績

令和２年
３月末

貯　金

貸出金

預け金

有価証券

１，０６９，１２８

１，６９３，１９７

２４４，３３２

４８３，４９２

平成30年
3月末

平成31年
3月末

１，０４８，１２６ １，０６２，１８４

１，７３４，０３０ １，７６３，００６

２４９，９８７ ２５０，２６４

５２７，０３９ ５１８，３４５

主要勘定の推移� （単位：百万円）

平成30年３月末 平成31年３月末 令和２年３月末

貯　　 金 1,693,197 1,734,030 1,763,006
貸  出  金 244,332 249,987 250,264
預  け  金 1,069,128 1,048,126 1,062,184
有 価 証 券 483,492 527,039 518,345
・‌‌貯金残高（譲渡性貯金を含む。）は、県下JAからの貯金の増加を主要
因に、前年比289億円、1.67％の増加となりました。
・‌‌貸出金残高は、安定収益確保に向けて積極的な融資伸長に取り組ん
だ結果、前年比２億円、0.11％の増加となりました。
・‌‌有価証券残高は、低金利環境が継続するなか、リスク管理と収益性
に留意しつつ、分散投資を行ったものの、債券の償還が多かったこ
と等から、前年比86億円、1.64％の減少となりました。

業務純益

令和２年
3月期

経常利益

平成30年
3月期

平成31年
3月期

３，４１７

４，６８７

３，４３６

４，５３３
４，０５５

４，８７７

収益等の推移� （単位：百万円）

平成30年３月期 平成31年３月期 令和２年３月期

経 常 収 益 19,225 19,815 20,061
経 常 費 用 14,347 15,127 15,527
経 常 利 益 4,877 4,687 4,533
当期剰余金 4,489 3,957 3,949
業 務 純 益 4,055 3,417 3,436
・‌‌厳しい運用環境の中、効率的な資金運用に努め、経常収益は増加し
たものの、市場関連費用の増加等による経常費用の増加から、経常
利益は、前年比１億円、3.29％減少の45億円となりました。
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 マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除

　当会は、事業を行うにつきまして、「マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本
方針」を定め、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用（以下「マネー・ローンダ
リング等」といいます。）の防止に取り組むとともに、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止
するための指針」等を踏まえ、暴力団をはじめとする反社会的勢力に対して断固とした姿勢で臨むこととし、新
潟県暴力追放運動推進センターや弁護士等の外部専門機関と連携強化を図るとともに、リスク統括部をマネー・
ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除等に向けた当会の統括部署として位置付け、情報の一
元的管理や関係諸規程の改定等内部管理態勢の整備に取り組んでいます。

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関する基本方針

❶運営等
当会は、マネー･ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、適用となる法令等や政府指針
を遵守するため、当会の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー･ローンダリング等防止および反社会的勢
力等との取引排除について周知徹底を図ります。

❷マネー・ローンダリング等の防止
当会は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、
リスクに見合った低減措置を講じます。

❸反社会的勢力との決別
当会は、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

❹組織的な対応
当会は、反社会的勢力に対しては、組織的な対応を行い、職員の安全確保を最優先に行動します。

❺外部専門機関との連携
当会は、警察、財団法人暴力追放運動推進センター、弁護士など、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部
専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力と対決します。

 貸出運営についての考え方

　当会の資金は、その大半が県内のJAにお預けいただいた農家組合員および地域の皆さまの大切な財産である貯
金を原資としており、当会の責務は、その大切な財産を安全にお預かりし、地域の皆さまから有効にご活用いた
だくことにあります。
　当会は、農業基盤の拡充と担い手の育成に資するための農業関連融資や、農商工連携による地域活性化に努め
るとともに、地域金融機関として、地域振興・地場産業振興および社会福祉の向上に寄与すべく、地元企業・団体
ならびに地方公共団体等お取引先のニーズに応じた融資条件の設定により、資金需要に積極的に対応しています。
　今後とも、農業および地域社会の発展に資するため、幅広い資金ニーズに応えてまいります。

農業 鉱業

金融・保険業 不動産業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸・通信業 卸売・小売・飲食業

穀作、野菜園芸、果樹樹園
農業、養豚肉牛酪農、養鶏
養卵、その他農業

食料品飲料水製造、繊維工業、
木材木製品紙製品製造、化学
工業、鉄鉱金属工業、非鉄金属
製造、出版印刷、その他製造業

石炭原油天然ガス鉱業 総合工事、土木工事、建築
工事、板金塗装工事業、電
気通信工事、その他建設
業

電気ガス熱供給水道業、
電気業

製造業 建設業

旅客輸送、貨物運送、倉庫
業、その他運輸通信業

卸売、百貨店スーパー、飲
食店、食料品飲料小売、衣
料品小売、その他卸売小
売飲食店

銀行信託、農林水産金融、
保険、その他金融保険業

不動産代理仲介、不動産
賃貸、不動産管理

サービス業
リース、旅館宿泊業、医療
保健衛生福祉、教育宗教
政治、その他サービス業

お取引先業種例
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JA 自己改革の取組み

 「にいがた農業応援ファンド」の取組み

　JAグループ新潟では「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を不断の取組みとしていくた
め、平成28年度からの３年間に続き、令和元年度から令和３年度の３年間における農業者への支援パッケージと
して、「にいがた農業応援プログラム」を展開しています。
　中でも、「にいがた農業応援ファンド」について、令和元年度は、担い手への支援を更に強化するため、園芸
生産の規模拡大や新たに園芸生産に取り組む担い手等への支援事業として「園芸生産拡大支援事業」を創設しま
した。また、「親元就農応援事業」を「新規・親元就農応援事業」に変更し、助成対象に新たに就農する農業者
を追加したほか、「商談会等販路拡大の活動支援事業」を継続し、農畜産物の販路拡大に取り組む農業者を支援
しました。
　農業者の皆さまより多数のご応募をいただき、審査の結果、３事業合計で318件・67,592千円を採択しました。
　令和２年度は、「新潟県園芸振興基本戦略」で推進する販売額１億円増の産地拡大に取り組む担い手への支援
事業として「１億円園芸産地チャレンジ事業」を創設する等、今後も農業者の取組みを後押しする、より踏み込
んだ支援に努めてまいります。

 にいがた農業応援定期貯金「ほほ笑
え み

味」の取扱い

　県下23JAでは、平成28年度より、個人の方向けに、新潟県内のJA直売所やAコープ
等（一部店舗を除く）で利用できるクーポン券を特典とした「にいがた農業応援定期貯金
（ほほ笑味）」を取り扱っています。
　クーポン券を使って、新潟県の豊かな大地で育った農作物を購入いただき、そのおい
しさを実感していただくことで、JA利用者の満足度をより一層高めるとともに、県産農
畜産物の消費拡大、新潟県農業のさらなる発展に貢献してまいります。
　令和２年度の取扱期間は、５月１日～９月30日となっています。

にいがた農業応援ファンド取組実績（令和元年度）� （単位：件、百万円）
事業名 申請件数 申請額 採択件数 採択額

園 芸 生 産 拡 大 支 援 216 48 216 48

うち担い手向け 212 39 212 39

う ち 産 地 向 け 4 9 4 9

新規・親元就農応援 68 13 68 13

商談会等販路拡大の活動支援 34 5 34 5

合 　 　 計 318 67 318 67
にいがた農業応援ファンドを活用して導入した農機具

令和2年度のプログラム実施内容

　直面する課題の克服にチャレンジする
担い手のあと一歩を応援し、「農業者の所
得増大」、「農業生産の拡大」、「地域の活
性化」の実現に寄与することを目的とした
ファンドを展開する。
（１）内容
　課題克服にチャレンジする担い手に、必
要な資金の一部を助成する。
（２）助成額
　80百万円
（３）助成対象事業
　①１億円園芸産地チャレンジ
　②園芸生産拡大支援
　③新規・親元就農応援
　④商談会等販路拡大の活動支援

１．「にいがた農業応援ファンド」の展開 2.担い手向け金融支援の拡充
（１）「担い手支援資金」（愛称：アグリV）

の継続
　利子補給・保証料助成後の当初３年間に
おける実質金利を0.5％（保証料込）で提
供するアグリVの取扱いを継続する。
（２）保証料助成の拡充
　以下の資金にかかる県農業信用基金協
会保証料の助成を継続するとともに、短期
資金の融資限度額を増額する。

①長期資金：農業近代化資金、農機具
ローン、アグリマイティー資金

②短期資金：スーパーS資金、サポート
A、アグリマイティー資金

　〈助成対象資金111億円〉

３．プログラムの推進・支援体制の構築
（１）「JAグループ新潟担い手サポート

センター」との連携
　中央会・連合会による事業横断的な担い
手サポートセンターと連携し、担い手の多
様なニーズへの総合的な対応に努める。
（２）専門家等の活用による相談支援機

能の強化
 担い手サポートセンターは、農業の現場
に精通した専門家の活用により、担い手の
相談支援に必要な体制を確保する。
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 不良債権の状況

 対処すべき課題

　令和２年度は、第17次中期経営計画の中間年度となり、JAにおいては、自己改革の取組みを継続するととも
に、将来にわたって持続可能な経営基盤を確立・強化していくため、貸出強化や店舗・ＡＴＭ再編の取組みに加
え、総合事業体として事業変革に取り組んでいく重要な年度であります。
　当会は難しい経営環境が見込まれるなか、引き続き、役職員一人ひとりが危機感とスピード感を持って、以下
の取組事項を着実に実践し、安定した利益還元と充実した機能還元により、JAの自己改革・事業変革の取組みを
支援してまいります。

農業・地域の成長支援
　JAと一体となって、農業者への適切な資金対応や課題解決に向けた提案、生産者と食農関連企業を繋ぐ取組み
を行うことで、農業所得の向上と農業者の満足度向上を図り、農業者の成長と農業・地域の成長を支援します。

JA 事業変革の一体的実践
　総合事業の強みを発揮し、一層必要とされる地域金融機関を目指して、組合員・利用者目線での商品・サービ
スを提供するとともに、業務の合理化・効率化をJAと一体となって実践することにより、将来にわたって持続可
能な収益構造・事業運営体制の構築に取り組みます。

地域農業・経済への貢献と収益力の強化
　農業法人・食農関連企業をはじめとした地元企業等に対する適切な資金供給や、事業性評価に基づく提案等に
より、地域農業・経済の発展に貢献します。また、安定した利益還元に向けて積極的な投融資を行い、収益力の
更なる強化に努めます。

強固な経営基盤の確立
　厳しい市場環境や金融規制等に適確に対応するとともに、JAの事業変革・新たなJA合併構想の実現を支援する
ため、組織、人材、資本を最大限に活用し、県域本部機能の更なる発揮に向けた強固な経営基盤を確立します。

８％

平成31年
3月末

令和2年
３月末

自己資本比率

15.42％
13.34％

19.24％

平成30年
3月末

単体自己資本比率の推移� （単位：百万円、％）

平成30年３月末 平成31年３月末 令和２年３月末

自 己 資 本 額‌🄐🄐 158,305 154,789 150,740

リスク・アセット‌🄑🄑 822,420 1,003,549 1,129,299

自己資本比率＝🄐🄐🄐🄐🄐🄐🄐🄐🄐 19.24 15.42 13.34
・‌‌バーゼルⅢの段階適用の影響による自己資本額の減少や、ファンド等の運用
資産の増加に伴うリスク・アセット額の増加により、自己資本比率は、前年
比2.08ポイント低下し、13.34％となりました。
・‌‌国内基準（４％）および国際統一基準（８％）を大きく上回り、高い安全
性・健全性を維持しています。

令和２年
３月末

平成31年
3月末

786

49 合計 867

要管理債権

危険債権

破産更生等債権

不良債権比率
0.38％ 0.34％→

154

758

19

89

合計 989金融再生法開示債権（単体）の推移� （単位：百万円、％）

債権区分 平成31年3月末 令和2年3月末 増減

破 産 更 生 等 債 権 ① 49 19 △29

危　 険　 債　 権 ② 786 758 △27

要 管 理 債 権 ③ 154 89 △65

小計（①＋②＋③＝Ａ） 989 867 △122

正　 常　 債　 権 ④ 253,790 253,711 △79

債権額合計（Ａ＋④＝Ｂ） 254,780 254,578 △201
債権額に占める開示債権
の割合　（Ａ÷Ｂ×100） 0.38 0.34 △0.04

・‌不良債権比率は、不良債権額の減少により、前年比で0.04ポイント改善し、
0.34％となりました。


